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令和３年度決算に基づく健全化判断比率等の概要（速報）について 
 

                      令和４年（2022 年）10 月６日(木) 
                            北 海 道 留 萌 振 興 局 地 域 創 生 部 

                       地 域 政 策 課 市 町 村 係 
 
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく、留萌振興局管内市町村の令和３年度決算にお
ける健全化判断比率等の概要（速報）は、次のとおりです。 
                                                          
１ 健全化判断比率等                                            （単位：％）  

 
 

市町村名 

健 全 化 判 断 比 率 
 

資金不足 
比  率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実質赤字 

比  率 

連結実質 

赤字比率 

実質公債費 

比    率 

将来負担 

比  率 

留 萌 市 － （－） －  （－） 10.9 （12.5） 35.0 （56.3） － （—） 

増 毛 町 － （－） －  （－） 9.6 （10.7） － （－） － （－） 

小 平 町 － （－） －  （－） 9.6 （10.2） － （－） － （－） 

苫 前 町 － （－） －  （－） 8.6 （9.7） － （－） － （－） 

羽 幌 町 － （－） －  （－） 9.9 （10.4） － （6.8） － （－） 

初山別村 － （－） －  （－） 6.3 （6.6） － （－） － （－） 

遠 別 町 － （－） －  （－） 8.8 （8.0） － （10.4） － （－） 

天 塩 町 － （－） －  （－） 8.2 （8.3） 64.6 （21.6） － （－） 

早期健全化基準 留萌市 13.77 

町 村 15.00 

留萌市 18.77 

町  村 20.00 

25.0 350.0 経営健全化基準 

 
20.0 

財 政 再 生 基 準 20.00 30.00 35.0  

 ※「－」は、実質赤字額や連結実質赤字額等が無い場合を表す。 
 ※（ ）書きは、令和２年度決算における比率である。 
 ※ 資金不足比率は公営企業会計ごとに算定している。 
                                                                                        
２ 管内の状況 
 (1) 健全化判断比率について、財政再生基準以上及び早期健全化基準以上となった市町村は、 
  令和２年度決算に引き続き無かった。 
 (2) 実質公債費比率が地方債の許可団体となる１８％以上の団体は、令和２年度決算に引き続き無

かった。 
 (3) 将来負担比率について、留萌市及び天塩町で比率が生じている。 
 (4) 資金不足比率が生じている団体は、令和２年度決算に引き続き無かった。 
 
３ 全道の状況 
  別添のとおり     



降順 市町村名 Ｒ３年度 Ｒ２年度 増減 降順 市町村名 Ｒ３年度 Ｒ２年度 増減 降順 市町村名 Ｒ３年度 Ｒ２年度 増減

1 夕 張 市 68.3 70.0 △ 1.7 62 北 竜 町 10.0 10.2 △ 0.2 123 倶 知 安 町 7.3 7.1 0.2

2 網 走 市 16.9 17.4 △ 0.5 62 大 空 町 10.0 10.5 △ 0.5 124 富 良 野 市 7.2 7.0 0.2

3 弟 子 屈 町 15.7 16.4 △ 0.7 62 新ひだか町 10.0 9.6 0.4 124 雨 竜 町 7.2 8.4 △ 1.2

4 広 尾 町 14.7 15.0 △ 0.3 65 羽 幌 町 9.9 10.4 △ 0.5 124 上富良野町 7.2 6.5 0.7

5 由 仁 町 14.5 15.1 △ 0.6 66 七 飯 町 9.8 11.2 △ 1.4 124 湧 別 町 7.2 6.6 0.6

6 深 川 市 14.3 14.6 △ 0.3 66 奥 尻 町 9.8 10.3 △ 0.5 128 上 ノ 国 町 7.1 6.6 0.5

6 岩 内 町 14.3 15.5 △ 1.2 66 積 丹 町 9.8 10.0 △ 0.2 129 石 狩 市 6.8 7.4 △ 0.6

6 利尻富士町 14.3 13.9 0.4 66 猿 払 村 9.8 9.9 △ 0.1 129 比 布 町 6.8 8.5 △ 1.7

9 士 別 市 14.2 13.5 0.7 70 紋 別 市 9.7 10.0 △ 0.3 129 士 幌 町 6.8 6.3 0.5

9 江 差 町 14.2 15.6 △ 1.4 70 当 別 町 9.7 10.1 △ 0.4 132 津 別 町 6.7 6.3 0.4

11 中 川 町 13.7 13.3 0.4 72 室 蘭 市 9.6 9.5 0.1 133 苫 小 牧 市 6.6 6.5 0.1

11 礼 文 町 13.7 12.9 0.8 72 喜 茂 別 町 9.6 9.8 △ 0.2 133 今 金 町 6.6 6.1 0.5

13 豊 浦 町 13.2 13.2 0.0 72 増 毛 町 9.6 10.7 △ 1.1 133 神 恵 内 村 6.6 6.6 0.0

14 豊 富 町 13.0 14.5 △ 1.5 72 小 平 町 9.6 10.2 △ 0.6 133 音威子府村 6.6 6.1 0.5

15 中 標 津 町 12.9 13.5 △ 0.6 72 鹿 追 町 9.6 10.3 △ 0.7 133 訓 子 府 町 6.6 6.2 0.4

16 池 田 町 12.8 12.8 0.0 77 歌 志 内 市 9.5 11.2 △ 1.7 138 島 牧 村 6.5 6.3 0.2

17 木 古 内 町 12.7 11.3 1.4 77 遠 軽 町 9.5 9.7 △ 0.2 138 美 深 町 6.5 6.5 0.0

18 南富良野町 12.6 13.7 △ 1.1 77 西 興 部 村 9.5 12.4 △ 2.9 140 赤 井 川 村 6.3 6.6 △ 0.3

19 利 尻 町 12.5 11.2 1.3 77 大 樹 町 9.5 9.5 0.0 140 中富良野町 6.3 7.1 △ 0.8

20 美 唄 市 12.4 12.9 △ 0.5 81 岩 見 沢 市 9.4 8.4 1.0 140 初 山 別 村 6.3 6.6 △ 0.3

21 日 高 町 12.3 11.6 0.7 82 む か わ 町 9.3 9.6 △ 0.3 140 幌 延 町 6.3 7.8 △ 1.5

22 森 町 12.2 13.8 △ 1.6 83 三 笠 市 9.2 8.7 0.5 140 美 幌 町 6.3 7.4 △ 1.1

22 八 雲 町 12.2 11.4 0.8 83 仁 木 町 9.2 9.8 △ 0.6 140 置 戸 町 6.3 6.9 △ 0.6

24 寿 都 町 12.1 12.5 △ 0.4 83 東 神 楽 町 9.2 8.9 0.3 140 滝 上 町 6.3 6.3 0.0

24 白 老 町 12.1 13.3 △ 1.2 83 更 別 村 9.2 9.9 △ 0.7 147 下 川 町 6.2 5.9 0.3

26 留 寿 都 村 12.0 9.4 2.6 83 白 糠 町 9.2 8.7 0.5 148 厚 沢 部 町 6.1 5.8 0.3

27 黒 松 内 町 11.9 11.6 0.3 88 幕 別 町 9.1 9.0 0.1 148 当 麻 町 6.1 5.6 0.5

27 別 海 町 11.9 12.3 △ 0.4 89 共 和 町 8.9 9.0 △ 0.1 150 中 札 内 村 6.0 5.6 0.4

29 美 瑛 町 11.6 11.0 0.6 89 清 里 町 8.9 9.3 △ 0.4 151 余 市 町 5.9 7.1 △ 1.2

30 厚 岸 町 11.5 11.9 △ 0.4 91 遠 別 町 8.8 8.0 0.8 151 秩 父 別 町 5.9 6.1 △ 0.2

31 赤 平 市 11.4 11.6 △ 0.2 92 せ た な 町 8.7 8.8 △ 0.1 153 小 樽 市 5.7 6.8 △ 1.1

31 登 別 市 11.4 12.4 △ 1.0 92 標 茶 町 8.7 8.7 0.0 153 妹 背 牛 町 5.7 6.6 △ 0.9

31 蘭 越 町 11.4 11.8 △ 0.4 94 古 平 町 8.6 8.7 △ 0.1 155 江 別 市 5.6 6.3 △ 0.7

34 壮 瞥 町 11.3 12.6 △ 1.3 94 愛 別 町 8.6 8.8 △ 0.2 155 剣 淵 町 5.6 4.9 0.7

35 上 川 町 11.2 12.4 △ 1.2 94 苫 前 町 8.6 9.7 △ 1.1 157 平 取 町 5.5 4.8 0.7

36 様 似 町 11.1 10.3 0.8 97 根 室 市 8.5 8.6 △ 0.1 158 芦 別 市 5.3 5.5 △ 0.2

36 本 別 町 11.1 10.8 0.3 97 滝 川 市 8.5 9.4 △ 0.9 158 上 砂 川 町 5.3 5.9 △ 0.6

38 長 万 部 町 11.0 11.9 △ 0.9 97 え り も 町 8.5 9.7 △ 1.2 160 恵 庭 市 5.2 4.9 0.3

39 留 萌 市 10.9 12.5 △ 1.6 97 標 津 町 8.5 8.6 △ 0.1 160 芽 室 町 5.2 4.4 0.8

39 斜 里 町 10.9 9.9 1.0 101 帯 広 市 8.4 8.7 △ 0.3 162 函 館 市 5.1 6.4 △ 1.3

39 音 更 町 10.9 10.7 0.2 102 旭 川 市 8.3 8.2 0.1 162 砂 川 市 5.1 4.5 0.6

39 新 得 町 10.9 10.9 0.0 102 枝 幸 町 8.3 7.8 0.5 164 乙 部 町 5.0 4.3 0.7

43 長 沼 町 10.8 11.2 △ 0.4 104 天 塩 町 8.2 8.3 △ 0.1 165 鷹 栖 町 4.8 4.9 △ 0.1

43 浜 中 町 10.8 10.9 △ 0.1 104 浦 幌 町 8.2 8.2 0.0 166 鶴 居 村 4.7 4.8 △ 0.1

45 釧 路 市 10.7 11.0 △ 0.3 106 雄 武 町 8.1 8.2 △ 0.1 167 伊 達 市 4.6 4.8 △ 0.2

45 真 狩 村 10.7 11.4 △ 0.7 107 ニ セ コ 町 8.0 10.0 △ 2.0 168 和 寒 町 4.5 2.9 1.6

47 稚 内 市 10.6 11.3 △ 0.7 107 清 水 町 8.0 6.1 1.9 169 北 斗 市 4.3 4.4 △ 0.1

47 知 内 町 10.6 12.3 △ 1.7 109 松 前 町 7.9 7.9 0.0 170 月 形 町 3.4 2.7 0.7

47 洞 爺 湖 町 10.6 10.9 △ 0.3 109 浜 頓 別 町 7.9 8.0 △ 0.1 171 幌 加 内 町 3.3 2.1 1.2

47 陸 別 町 10.6 10.1 0.5 109 佐 呂 間 町 7.9 7.5 0.4 172 鹿 部 町 3.0 2.2 0.8

51 厚 真 町 10.5 9.7 0.8 109 興 部 町 7.9 8.7 △ 0.8 173 札 幌 市 2.7 2.6 0.1

52 福 島 町 10.4 11.1 △ 0.7 109 上 士 幌 町 7.9 7.5 0.4 173 浦 臼 町 2.7 △ 2.1 4.8

52 小 清 水 町 10.4 11.7 △ 1.3 114 東 川 町 7.8 9.4 △ 1.6 175 新十津川町 2.4 0.5 1.9

54 北 見 市 10.3 8.9 1.4 114 占 冠 村 7.8 8.6 △ 0.8 176 新 篠 津 村 1.7 2.0 △ 0.3

54 栗 山 町 10.3 11.7 △ 1.4 114 羅 臼 町 7.8 7.8 0.0 177 泊 村 1.3 1.2 0.1

54 浦 河 町 10.3 11.1 △ 0.8 117 千 歳 市 7.7 8.2 △ 0.5 178 沼 田 町 △ 0.1 △ 0.6 0.5

57 名 寄 市 10.2 9.7 0.5 117 新 冠 町 7.7 7.5 0.2 179 中 頓 別 町 △ 1.2 △ 1.5 0.3

57 南 幌 町 10.2 11.2 △ 1.0 119 京 極 町 7.6 7.2 0.4

59 奈 井 江 町 10.1 11.5 △ 1.4 120 豊 頃 町 7.5 7.3 0.2 8.9

59 安 平 町 10.1 10.5 △ 0.4 121 北 広 島 市 7.4 6.0 1.4 6.9

59 足 寄 町 10.1 9.7 0.4 121 釧 路 町 7.4 8.0 △ 0.6

※財政再生基準以上の市町村（３５％以上）・・・夕張市

1

全道平均

１．健全化判断比率の状況

全道平均（札幌市除く） 

　（１）実質公債費比率



降順 市町村名 Ｒ３年度 Ｒ２年度 増減 降順 市町村名 Ｒ３年度 Ｒ２年度 増減 降順 市町村名 Ｒ３年度 Ｒ２年度 増減

1 夕 張 市 274.0 336.0 △ 62.0 62 池 田 町 32.9 44.6 △ 11.7 - 妹 背 牛 町 - 51.3 皆減

2 北 見 市 147.5 158.9 △ 11.4 63 洞 爺 湖 町 30.9 42.1 △ 11.2 - 秩 父 別 町 - - -

3 岩 内 町 111.9 138.3 △ 26.4 64 小 樽 市 30.1 34.5 △ 4.4 - 雨 竜 町 - - -

4 士 別 市 110.9 136.6 △ 25.7 65 鷹 栖 町 29.7 28.7 1.0 - 北 竜 町 - - -

5 深 川 市 107.8 122.3 △ 14.5 66 札 幌 市 29.3 43.0 △ 13.7 - 沼 田 町 - - -

6 網 走 市 107.4 112.5 △ 5.1 67 黒 松 内 町 27.2 47.9 △ 20.7 - 愛 別 町 - 9.9 皆減

7 南 幌 町 95.8 86.6 9.2 67 大 樹 町 27.2 16.9 10.3 - 中富良野町 - - -

8 倶 知 安 町 95.1 95.9 △ 0.8 69 上 砂 川 町 26.7 30.8 △ 4.1 - 和 寒 町 - - -

9 赤 平 市 93.6 106.6 △ 13.0 70 余 市 町 26.4 47.6 △ 21.2 - 剣 淵 町 - - -

10 美 唄 市 88.8 118.6 △ 29.8 71 本 別 町 26.3 41.4 △ 15.1 - 美 深 町 - - -

11 由 仁 町 83.1 111.8 △ 28.7 72 島 牧 村 24.8 28.5 △ 3.7 - 中 川 町 - - -

12 幕 別 町 82.5 85.9 △ 3.4 73 三 笠 市 24.6 29.1 △ 4.5 - 幌 加 内 町 - - -

13 北 広 島 市 82.4 89.0 △ 6.6 74 松 前 町 24.0 29.9 △ 5.9 - 増 毛 町 - - -

14 旭 川 市 81.9 85.8 △ 3.9 75 長 万 部 町 21.5 45.0 △ 23.5 - 小 平 町 - - -

14 厚 岸 町 81.9 79.6 2.3 76 白 老 町 21.4 31.7 △ 10.3 - 苫 前 町 - - -

16 芦 別 市 76.3 91.7 △ 15.4 77 上富良野町 18.5 36.8 △ 18.3 - 羽 幌 町 - 6.8 皆減

17 岩 見 沢 市 75.4 70.7 4.7 78 浦 河 町 17.9 30.9 △ 13.0 - 初 山 別 村 - - -

18 上 川 町 75.0 95.8 △ 20.8 79 遠 軽 町 17.5 17.8 △ 0.3 - 遠 別 町 - 10.4 皆減

19 中 標 津 町 74.4 91.5 △ 17.1 80 様 似 町 16.9 48.8 △ 31.9 - 中 頓 別 町 - - -

20 浜 中 町 74.1 84.2 △ 10.1 81 む か わ 町 16.7 5.0 11.7 - 枝 幸 町 - - -

21 木 古 内 町 73.3 71.0 2.3 82 恵 庭 市 12.3 12.2 0.1 - 豊 富 町 - - -

22 芽 室 町 72.8 58.5 14.3 83 音威子府村 12.1 27.8 △ 15.7 - 礼 文 町 - - -

23 別 海 町 68.8 80.0 △ 11.2 84 比 布 町 9.5 24.2 △ 14.7 - 利尻富士町 - 12.0 皆減

24 利 尻 町 68.3 102.0 △ 33.7 85 奥 尻 町 9.3 22.3 △ 13.0 - 幌 延 町 - - -

25 真 狩 村 67.5 94.8 △ 27.3 86 下 川 町 9.0 24.0 △ 15.0 - 美 幌 町 - - -

26 喜 茂 別 町 67.3 79.1 △ 11.8 87 福 島 町 7.6 24.8 △ 17.2 - 津 別 町 - - -

27 斜 里 町 66.6 94.1 △ 27.5 88 名 寄 市 7.5 19.3 △ 11.8 - 清 里 町 - - -

28 砂 川 市 65.6 73.9 △ 8.3 88 東 神 楽 町 7.5 6.2 1.3 - 小 清 水 町 - - -

29 富 良 野 市 64.7 33.1 31.6 90 東 川 町 4.1 11.1 △ 7.0 - 訓 子 府 町 - - -

30 天 塩 町 64.6 21.6 43.0 91 猿 払 村 2.6 8.7 △ 6.1 - 置 戸 町 - - -

31 留 寿 都 村 59.2 68.7 △ 9.5 92 弟 子 屈 町 2.2 75.7 △ 73.5 - 佐 呂 間 町 - - -

32 日 高 町 58.7 65.4 △ 6.7 93 古 平 町 1.7 - 皆増 - 湧 別 町 - - -

33 苫 小 牧 市 58.6 65.2 △ 6.6 94 浜 頓 別 町 1.6 6.7 △ 5.1 - 滝 上 町 - - -

34 釧 路 市 57.4 70.5 △ 13.1 95 江 別 市 1.3 16.8 △ 15.5 - 興 部 町 - 2.6 皆減

35 江 差 町 56.2 58.8 △ 2.6 96 新 篠 津 村 0.5 11.6 △ 11.1 - 西 興 部 村 - - -

36 登 別 市 55.7 81.8 △ 26.1 97 千 歳 市 0.4 16.6 △ 16.2 - 雄 武 町 - - -

37 標 茶 町 55.0 27.7 27.3 - 紋 別 市 - - - - 大 空 町 - - -

38 帯 広 市 54.4 70.2 △ 15.8 - 根 室 市 - - - - 豊 浦 町 - - -

39 ニ セ コ 町 53.4 62.5 △ 9.1 - 歌 志 内 市 - - - - 壮 瞥 町 - - -

40 石 狩 市 51.6 63.0 △ 11.4 - 伊 達 市 - - - - 厚 真 町 - - -

41 滝 川 市 47.3 68.2 △ 20.9 - 北 斗 市 - - - - 新 冠 町 - 6.9 皆減

42 当 別 町 46.9 47.0 △ 0.1 - 知 内 町 - - - - え り も 町 - - -

43 平 取 町 45.0 39.1 5.9 - 鹿 部 町 - - - - 士 幌 町 - - -

44 南富良野町 43.1 16.4 26.7 - 森 町 - 29.6 皆減 - 上 士 幌 町 - - -

45 室 蘭 市 42.5 52.2 △ 9.7 - 八 雲 町 - 16.8 皆減 - 鹿 追 町 - - -

46 占 冠 村 42.4 52.0 △ 9.6 - 上 ノ 国 町 - - - - 新 得 町 - - -

47 長 沼 町 41.6 66.7 △ 25.1 - 厚 沢 部 町 - - - - 清 水 町 - 1.0 皆減

48 美 瑛 町 41.2 54.6 △ 13.4 - 乙 部 町 - - - - 中 札 内 村 - - -

49 音 更 町 40.8 56.5 △ 15.7 - 今 金 町 - - - - 更 別 村 - - -

50 稚 内 市 40.7 58.6 △ 17.9 - せ た な 町 - - - - 豊 頃 町 - - -

51 函 館 市 40.1 46.1 △ 6.0 - 寿 都 町 - 27.5 皆減 - 足 寄 町 - - -

52 奈 井 江 町 36.8 52.2 △ 15.4 - 蘭 越 町 - - - - 陸 別 町 - - -

53 広 尾 町 36.6 52.7 △ 16.1 - 京 極 町 - - - - 浦 幌 町 - 0.6 皆減

54 七 飯 町 35.6 65.4 △ 29.8 - 共 和 町 - - - - 鶴 居 村 - - -

55 当 麻 町 35.4 38.2 △ 2.8 - 泊 村 - - - - 白 糠 町 - - -

56 新ひだか町 35.2 41.6 △ 6.4 - 神 恵 内 村 - 8.0 皆減 - 標 津 町 - - -

57 留 萌 市 35.0 56.3 △ 21.3 - 仁 木 町 - - - - 羅 臼 町 - - -

57 積 丹 町 35.0 56.8 △ 21.8 - 赤 井 川 村 - - -

59 安 平 町 33.3 54.3 △ 21.0 - 月 形 町 - - - 25.5

59 釧 路 町 33.3 46.4 △ 13.1 - 浦 臼 町 - - - 26.7

61 栗 山 町 33.2 54.1 △ 20.9 - 新十津川町 - - -

※早期健全化基準以上の市町村（３５０％以上）・・・該当なし

全道平均（札幌市除く） 

　（２）将来負担比率
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１．健全化判断比率の状況

全道平均



１．健全化判断比率の状況

（３）資金不足比率

① 簡易水道事業

降順 地方公共団体の名称

Ｒ３年度 Ｒ２年度 増減

1 登 別 市 0.2 － 皆増

② 病院事業

降順 地方公共団体の名称

Ｒ３年度 Ｒ２年度 増減

1 奈 井 江 町 12.0 3.3 8.7 

2 白 老 町 3.8 － 皆増

3 芦 別 市 2.8 3.0 △ 0.2 

4 新 ひ だ か 町 0.9 9.7 △ 8.8 

－ 中 標 津 町 － 8.3 皆減

－ 函 館 市 － 6.9 皆減

－ 苫 小 牧 市 － 2.8 皆減

－ 滝 川 市 － 0.6 皆減

③ 宅地造成事業

降順 地方公共団体の名称

Ｒ３年度 Ｒ２年度 増減

1 網 走 市 2.1 7.9 △ 5.8 

④ 下水道事業

降順 地方公共団体の名称

Ｒ３年度 Ｒ２年度 増減

1 芦 別 市 0.5 － 皆増

※　経営健全化基準はいずれの会計も20％以上

資金不足比率
会計の名称

簡易水道事業会計

資金不足比率
会計の名称

奈井江町国民健康保険病院事業会計

国民健康保険病院事業会計

市立芦別病院事業会計

会計の名称

町立中標津病院事業会計

病院事業会計

市立病院事業会計

滝川市病院事業会計

病院事業会計
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下水道事業特別会計

資金不足比率
会計の名称

能取漁港整備特別会計

資金不足比率



２．公営企業会計の経営状況

黒字 赤字 黒字 赤字 黒字 赤字 黒字 赤字 黒字 赤字

上水道 88 17 88 19 89 20 90 23 91 23

工業用水 3 1 3 1 3 1 2 2 2 2

交通 2 1 2 1 1 2 0 3 1 2

電気 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0

ガス 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1

病院 31 50 37 44 33 47 43 37 54 25

港湾 3 0 2 1 3 0 1 2 2 1

市場 3 1 3 1 1 3 1 3 2 2

観光 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宅地造成 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1

介護 3 1 4 0 3 1 4 0 3 1

下水道 41 7 43 10 52 13 70 12 73 14

その他 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2

小計 180 83 187 83 190 93 218 86 235 74

簡易水道 91 10 93 6 89 7 84 6 81 8

電気 5 0 5 0 3 0 3 0 3 0

港湾 16 2 18 0 17 1 17 0 16 1

市場 11 0 10 0 9 1 8 1 9 0

と畜場 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

観光 15 5 15 3 15 2 12 3 11 3

宅地造成 15 3 15 1 13 3 13 1 14 0

駐車場 8 0 8 0 8 0 6 1 6 1

介護 77 15 81 11 78 14 75 16 74 17

下水道 253 16 248 15 232 19 220 14 214 15

小計 493 51 495 36 466 47 440 42 430 45

上水＋簡水 179 27 181 25 178 27 174 29 172 31

工業用水 3 1 3 1 3 1 2 2 2 2

交通 2 1 2 1 1 2 0 3 1 2

電気 5 0 5 0 4 0 4 0 4 0

ガス 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1

病院 31 50 37 44 33 47 43 37 54 25

港湾 19 2 20 1 20 1 18 2 18 2

市場 14 1 13 1 10 4 9 4 11 2

と畜場 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

観光 15 5 15 3 15 2 12 3 11 3

宅地造成 16 5 16 3 14 5 15 2 16 1

駐車場 8 0 8 0 8 0 6 1 6 1

介護 80 16 85 11 81 15 79 16 77 18

下水道 294 23 291 25 284 32 290 26 287 29

その他 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2

合計 673 134 682 119 656 140 658 128 665 119

令和２年度 令和３年度

法
適
用

4

法
非
適
用

区 分
平成29年度 平成30年度 令和元年度

法
適
用
＋
法
非
適
用



○ ～ 歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた額

○ ～ 形式収支から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた額

○ ～ 単年度収支に実質的な黒字要素を加え、赤字要素を差し引いた額

○ ～ 一般会計等の実質赤字の比率

○ ～ 全ての会計の実質赤字の比率

○ ～ 公債費及び公債費に準じた経費の比重を示す比率（３か年平均）

Ａ： 地方債の元利償還金（公営企業分、繰上償還等を除く）
Ｂ： 地方債の元利償還金に準じるもの（準元利償還金）
Ｃ： ＡまたはＢに充てられる特定財源
Ｄ： 地方債の元利償還金・準元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に

用いる基準財政需要額に算入された額
Ｅ： 標準財政規模

○ ～ 地方債残高ほか一般会計等が将来負担すべき実質的な負債を捉えた比率

Ａ： 地方債の残高や債務負担行為に基づく支出予定額などの一般会計等が今後負担す
べき額（将来負担額）

Ｂ： Ａに充てることができる基金
Ｃ： Ａに充てることができる特定財源
Ｄ： 地方債の現在高等に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入さ

れる見込みの額
Ｅ： 標準財政規模
Ｆ： 地方債の元利償還金・準元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に

用いる基準財政需要額に算入された額

○ ～ 公営企業ごとの資金不足の比率

事業の規模（法適用企業）　： 営業収益の額-受託工事収益の額
事業の規模（法非適用企業）： 営業収益に相当する収入の額-受託工事収益に相

当する収入の額

○ ～ 標準的な状態で通常収入されるであろう経常一般財源の規模

Ａ： 基準財政収入額
Ｂ： 所得割における税源移譲相当額の25％
Ｃ： 地方消費税交付金における引き上げ分の25％
Ｄ： 所得割臨時交付金
Ｅ： 分離課税所得割交付金
Ｆ： 地方譲与税
Ｇ： 交通安全対策特別交付金
Ｈ： 普通交付税額
Ｉ： 臨時財政対策債発行可能額

＝ 形式収支　－　翌年度へ繰り越すべき財源

実質単年度収支

実質単年度収支 ＝ 単年度収支（実質収支－前年度の実質収支）　

形 式 収 支

形式収支 ＝ 歳入決算総額　－　歳出決算総額

Ｅ　－　Ｆ

事 業 の 規 模

　＋　黒字要素（財政調整基金積立額＋地方債繰上償還額）

　　－　赤字要素（財政調整基金取崩し額）

実 質 収 支

実質収支
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標準財政規模 ＝

標　準　財　政　規　模

実質公債費比率

＝

（Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ－Ｆ－Ｇ）×100／75＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ＋Ｉ

Ａ－（Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

＝

（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ＋Ｄ）

連結実質赤字比率

資金 の不 足額
資金不足比率

Ｅ　　－　　Ｄ

一般会計等の実質赤字額

連結実質赤字比率
全ての会計の実質赤字額

将来負担比率

標　準　財　政　規　模

資 金 不 足 比 率

　　　　３．用語解説

＝

将 来 負 担 比 率

実質公債費比率

実 質 赤 字 比 率

＝

標 準 財 政 規 模

＝

実 質 赤 字 比 率


